
（主任技術者による材料の確認欄）上記確認書に記載した使用材料はすべて下諏訪町指定給水
装置工事事業者に関する規則第１１条第１項第３号の規定によるものと確認しました。

主任技術者 ㊞

メ ー カ ー の 名 称材 料 の 名 称 口 径

使 用 材 料 確 認 書
(分岐器具～水栓器具・各種ボックス)

設置場所

設備所有者

下諏訪町 番地


